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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
秘
密
書
類
の
指
定
と
解
除
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

各
府
省
の
文
書
管
理
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
秘
密
保
全
を
要
す
る
文
書

を
秘
密
文
書
に
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
文
書
に
つ
い
て
秘
密
に
し
て
お
く
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
秘
密
文
書
の
指

定
を
解
除
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
金
融
庁
、
法
務
省
及
び
財
務
省
の
規
則
に
お
い
て
は
、
秘
密
文
書
に
指
定
す
る
文
書
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す

る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
不
開

示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
、
人
事
院
及
び
防
衛
庁
の
規
則
に
お
い
て
は
、

情
報
公
開
法
の
規
定
に
基
づ
き
秘
密
文
書
の
開
示
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
秘
密
文
書
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
が
明
記
さ
れ

て
お
り
、
金
融
庁
、
防
衛
庁
、
外
務
省
及
び
国
土
交
通
省
の
規
則
に
お
い
て
は
、
秘
密
文
書
の
指
定
の
解
除
は
秘
密
文
書
に

指
定
し
た
者
が
行
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
秘
密
に
し
て
お
く
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
秘
密
文
書
の
指
定
を

解
除
す
る
旨
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

一



鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
、
加
藤
紘
一
衆
議
院
議
員
又
は
お
尋
ね
の
佐
藤
三
郎
氏
が
各
府
省
に
対
し
て
依
頼
を
行
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
て
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
も
の
の
名
称
及
び
作
成
時
期
は
、
情
報
公
開
法
第

八
条
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
文
書
も
、
作
成
当
初
は
秘
密
文
書
に
指
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
指
定
が
解
除
さ
れ
、
現
在
は
公
表
さ
れ
て
い

る
。

二


